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在宅老人ホームとは？（あとで詳しく説明） 

２ 



介護保険、要認定率の推移 

３ 



希望する介護の場所（本人） 

４ 



希望する介護の場所（家族） 

５ 



介護保険の経緯 家庭内介護 → 社会介護へ → 継続した改革 

２０００年 

＜３年毎改正＞ 
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④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 
 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 

① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。  
  また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。  

2012年８月 2015年 2025年 2055年 

65歳以上高齢者人口（割合） 3,058万人（24.0%） 3,395万人（26.8%） 3,657万人（30.3%） 3,626万人（39.4%） 

75歳以上高齢者人口（割合） 1,511万人（11.8%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%） 

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活  
自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。 

（万人） 

（1,000世帯） 

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢
者数の推計（括弧内は65歳以上人口対比） 

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 
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2010年 
＜＞は割合 

58.9万人 
＜8.2%＞ 

56.3万人 
＜9.1%＞ 

79.4万人 
＜8.8%＞ 

84.3万人 
＜9.5%＞ 
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＜8.9%＞ 

123.4万人 
＜9.4%＞ 
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＜14.9%＞ 

11.9万人 
＜16.6%＞ 

18.1万人 
＜15.5％＞ 

1419.4万人 
＜11.1%＞ 

2025年 
＜＞は割合 
（ ）は倍率 

117.7万人 
＜16.8％＞ 
（2.00倍） 

108.2万人 
＜18.1%＞
（1.92倍） 

148.5万人 
＜16.5%＞ 
（1.87倍） 

152.8万人 
＜18.2%＞ 
（1.81倍） 

116.6万人 
＜15.9%＞ 
（1.77倍） 
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＜15.0%＞ 
（1.60倍） 

29.5万人 
＜19.4%＞ 
（1.16倍） 

13.7万人 
＜22.1%＞ 
（1.15倍） 

20.7万人 
＜20.6%＞ 
（1.15倍） 

2178.6万人 
＜18.1%＞ 
（1.53倍） 
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世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割

合 

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく  

今後の介護保険をとりまく状況（確認） 
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医療・介護サービスの提供体制作りの改革の趣旨 

○ ＜将来図＞ ２０２５年には団塊の世代が７５歳以上となり、 
           ３人に１人が６５歳以上、５人に１人が７５歳以上の時代に。 
 

・今後、高齢化が進むと医療や介護を必要とする方がますます増加 
・現在の我が国の医療・介護サービスの提供体制のままでは十分対応できない 
 

○ ＜医療への不安＞  
・入院患者が増えると、救急患者の受入れを断る事例が増えるのではないか 
・退院して在宅に帰りたいが往診してくれる医師が見つからないのではないか 
 

○ ＜介護への不安＞  
・介護度が重度化、一人暮らしや老夫婦だけ → 安心して暮らすことができるか 
・在宅で暮らすことができなくなった時の施設が十分にあるか 
・認知症になっても地域で生活を続けていくことができるか、などといった不安 
 

○ ＜対策＞  
・急性期医療が必要な患者は、質の高い医療や手厚い看護が受けられる 
・リハビリが必要な患者は身近な地域でリハビリが受けられるようにする必要 
 

・退院後の生活を支える在宅医療や介護サービスを充実 
・早期に在宅復帰や社会復帰ができるようにする 
・生活支援や介護予防を充実させ、住み慣れた地域で長く暮らすことができるようにする 
 

２０２５年を見据え、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要なサービスを確保していく
ため、こうした改革を早急に実施することが不可欠です。 ８ 



【特別養護老人ホーム・ 
老人保健施設】 

【在宅介護サービス】 【急性期病院】 

【高度急性期 
病院】 

【回復期病院】 

・医師・看護師を多く配置 

・質の高い医療と手厚い看
護により、早期に「急性期後
の病院」や「リハビリ病院」に
転院可能 

・いつでも必要な場合に往診してくれる医
師が近くにいて、必要な訪問看護サービ
スを受けることができる。 

在宅 
医療 

高齢者が安心して暮らせる多様
な住まい作りを目指している 
●一戸建て、マンション 

●サービス付き高齢者向け住宅
●有料老人ホームなど 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等 

【生活支援・介護予防】 

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体によ
る見守り、配食、買い物支援等の生活支
援サービスを充実させる。 

・社会参加が推進され、地域での介護予防
活動を充実させる。 

・２４時間対応の訪問介護・看
護サービス、とか 

小規模多機能型居宅介護等に
より、高齢者の在宅生活を支援 

入院医療 介護 

「地域包括ケアシステムの整備」 
医療、介護、住まい、予防、生活支援サービ
スが身近な地域で包括的に確保される体制
を構築 

・病院の退院調整スタッフが連携先の
身近な病院を紹介 
・自分で転院先を探す必要がない 

【慢性期病院】 

・身近なところで集中的なリハビ
リを受けることができる。 

・早期の在宅復
帰、社会復帰が
可能 

発症 
住まい 

（患者さん・家族（同居、単身）） 

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的な展開
が期待される。 

医療・介護サービスの提供体制 改革後の望ましい姿（サービス提供体制から） 

外来 
医療 

歯科 
医療 

薬局 

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職（※）の積極的な関与 
のもと、患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。 

有床 
診療所 

  ※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、
言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、社会福祉士、介護福祉士等 

９ 



では、これから目指す「地域包括ケアシステム」とは 

１０ 



新しい仕組み導入の考え方 
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出典：24時間在宅ケア研究会 

 

新しい仕組みは？ 

１１ 



24時間定期巡回・随時訪問サービス 

12 

出典：24時間在宅ケア研究会 

 ２０１２－０４より実施 

（厚労省主導） 
全国各地でテスト試行 

１２ 



定時巡回・随時対応サービス導入時の訪問例 
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出典：24時間在
宅ケア研究会 



介護サービスから提供されるサービス量 

14 
１４ 



Zアミーユ：実際に対応されている実例はどうか？ 

１５ 



認知症高齢者の日常生活自立度 
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現在の要介護度は「非該当、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、
要介護4、要介護5」の8段階となっている。 

 

要介護者の介護にどれだけの時間が必要なのかという判断が、その人の要介
護度の判定となります。 

 

判定基準の1つとして重要なのが日常生活自立度です。 

 

「認知症高齢者の日常生活自立度」とは簡単に言うと、認知症の方にかかる介
護の度合い、大変さをレベルごとに分類したものです。 

 

 主に医療関係者や施設事業者が書面で利用者(患者)の情報をやりとりする際
や、介護保険の認定の際(認定調査の資料・主治医意見書)の書類に使用され
ます。 

 

レベルには「自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M」の８段階があり、Ⅰに近い方が
軽く、Ⅳに近くなるほど重くなります。※Mレベルについては後述。認知症のな
い方の場合には「自立」にチェックが入る仕組みとなっています。 

出典：認知症ネット（提供：SMS） 



日常生活自立度の判断基準 
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出典：認知症ネット（提供：SMS） 



小規模多機能型居宅介護 
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小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ること
ができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の
「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交
流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。  

出典：厚労省サイト 


